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1 目的と方法 

 自死遺族たちは近親者の自殺をめぐり，自責／他責といったような責任帰属に巻き込まれがち

である（中河 1986）．これについては，宿命論的な意味づけをおこなう，うつ病に代表される〈病

い〉のせいにする，別な死因だと主張するなどのやり方をとおして，自らにも他者にも責任を帰

属しないで済ませることができる，という議論がある（Henslin 1970）．他方で，自殺の予防可

能性を容易に説明・教示可能な状況のもとでは，遺族らがその責任帰属をめぐる活動から〈おり

る〉ことは困難であるとの指摘もある（川野 2008）．本報告は，父である Aさんを自殺で喪った

Bさん，および Bさんの友人で Aさんのこともよく知っている Cさん（いずれも岩手県生まれ，

および在住）へのインタビュー調査の結果を検討し，近親者の自殺をめぐる責任帰属活動から〈お

りる〉ことを可能とする方法を考察していく．インタビューは 2015年 7月に Cさんの自宅の一

室で実施した．人名・地名・団体名の匿名化を条件に，その場での録音，および文字おこしした

データを学会報告や論文執筆で用いることを Bさんと Cさんから許可していただいている． 

2 結果 

 Cさんはインタビューのなかで Aさんの自殺を覚悟の死であると述べ，Bさんへの責任の帰属

を回避しようとした．しかし Bさん Cさんとはことなり，Aさんは死因はともあれもはや死は免

れ得ないほど高齢であったこと，また彼の自殺企図に気づき，阻止できるような同居・近居の親

族や友人たちがいなかった――彼ら彼女らはすでに亡くなっているか，遠隔地に居住していた―

―ことを理由に挙げ，自殺の予防可能性自体がなかったと述べた．予防可能性がない以上， A

さんの自殺の責任を帰属しうるような他者，すなわち故意に自殺を助長したり，予防をめぐって

（不作為をふくめた）過失を犯すような人びとは，そもそも存在しえないことになる． 

3 考察 

 Bさんのように予防可能性の欠如を説明可能であれば，自死遺族らは近親者の自殺をめぐる責

任帰属活動から〈おりる〉ことができるようになるだろう．これは，自殺者という成員カテゴリ

ーと，家族員や友人や婚約者……といった親密な関係にあることを想起させる成員カテゴリー―

―他の家族員なり友人が自殺したのならば故意に自殺に追い込んだのだろうとか，救いの手をさ

しのべなかったなどとアプリオリに期待される（Hester & Eglin 1997）――とのあいだの常識

的推論における論理的な結びつきを絶つことにほかならない．この方法の遂行可能性とありうる

問題点については報告当日に言及する． 
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